
平成 25年度協議会の予定（案） 

 

＜これまでのテーマ＞ 
 

  高い意識を持ち環境保全の取組を実行する     排出事業者や地域から信頼される     不適正処理を許さない・３Ｒを推進する 

 

 
  

 

 

  

    
  

 

 

 

 

 
平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

（計３回） （計３回） ①（8 月） ②（11 月予定） ③（2 月予定） 

啓発・環境教育の在り方 実施状況の報告等 実施状況の報告等 ※ 24年度までに新制度の創設を終え，「第 3次計画」に掲 

 げた施策の充実や効率化を図っていく。 

 → 左記施策の定着・改善に向けた意見交換 

 → その他（例：排出事業者への啓発等の進め方について） 

※ 市域における 25年度の産廃の発生・処理状況等について， 

 26年度に実態調査を行う予定をしている。 

 → 特に調査を行うべき事項等について意見交換 

処理業者の情報公開 「情報公表制度」創設 実施状況の報告等 

処理業者の行政処分 「処分方針」の作成 実施状況の報告等 

排出事業者認証制度 協議開始 「産廃チェック制度」創設 

指導・規制 

排出事業者 処 理 業 者 

京 都 市  ３Ｒや適正処理を指導  各々 が役割を果たせるよう支援・育成  相互に連携・協働できるようコーディネイト 

市  民 

評価 

啓発・環境教育 
優良な業者の育成 

に向けた情報公開 
３Ｒや適正処理に取り 

組む事業者の認証制度 

立入指導等の充実，違反行為に対する厳正・迅速な対応 

ペナルティ 

さんぱい？いっぱい？

はいきぶつ・・・ 
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